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細菌を
“つけない”
「清潔」

“ふやさない”
「迅速または冷却」

“やっつける”
「加熱」

細菌性食中毒予防三原則

総 件 数
総患者数

（昨年同期）
総 件 数
総患者数

45 件
578 名

39 件
850 名

東食協ホームページ　 http://www.toshoku.or.jp

　

こ
れ
に
よ
り
、
自
己
の
衛
生
管
理
の

達
成
状
況
が
分
か
り
、
ス
テ
ー
ジ
ア
ッ

プ
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
向
上
し
、

目
標
も
明
確
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
評
価
は
、
都
認
証
の
審

査
・
認
証
機
関
で
あ
る
指
定
審
査
事

業
者
が
各
施
設
に
行
き
、
業
態
別
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
聞
き
取
り

や
目
視
確
認
、
記
録
の
確
認
等
の
手
法

で
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。

施
設
に
立
ち
入
り
、
実
地
点
検
し
て
達

成
段
階
を
評
価
④
確
認
結
果
通
知
書
・

点
検
結
果
記
載
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
・

確
認
証
の
交
付

◇
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

　

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
は
食
品
事
業
者
が

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
衛
生
管
理
事
項

等
か
ら
で
き
て
お
り
、
給
食
・
調
理
・

加
工
・
製
造
・
販
売
と
い
う
業
態
別
に

東
京
都
が
作
成
し
、
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
表
す
る
予
定
で
す
。

　

今
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
給
食
・
調

理
業
向
け
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
は
、

全
部
で
百
十
四
項
目
の
衛
生
管
理
事
項

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
八
十
二
項
目
は
認
証
基
準

に
該
当
す
る
も
の
で
、
こ
の
項
目
を
す

べ
て
満
た
せ
ば
あ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

に
よ
り
認
証
を
取
得
で
き
る
状
況
と
い

え
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
三
十
二
項
目
に
は

将
来
的
に
国
際
規
格
の
取
得
や
ハ
サ
ッ

プ
導
入
を
目
指
す
場
合
に
必
要
な
項
目

を
盛
り
込
ん
で
お
り
、
認
証
取
得
以
外

の
目
標
を
お
持
ち
の
事
業
者
の
方
に
も

活
用
い
た
だ
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。

◇
都
認
証
取
得
ま
で
の
達
成
段
階

　

都
認
証
取
得
ま
で
の
達
成
段
階
は
、

次
の
三
種
類
で
す
。

① 

エ
ン
ト
リ
ー
ス
テ
ー
ジ

　

都
認
証
の
要
求
事
項
の
約
六
割
が
実

施
で
き
て
い
ま
す

② 

フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ー
ジ

　

都
認
証
の
要
求
事
項
の
約
八
割
が
実

施
で
き
て
い
ま
す

③ 

セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ

　

都
認
証
の
要
求
事
項
を
ほ
ぼ
実
施
で

き
て
お
り
、
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
す
れ
ば
都
認
証
の
取
得
が
可
能
で

す◇
活
用
の
メ
リ
ッ
ト

・
段
階
的
に
自
主
管
理
に
取
り
組
め
ま

す
　

営
業
許
可
取
得
の
状
態
か
ら
都
認
証

・
都
外
で
都
内

流
通
食
品
を
製

造
す
る
営
業
許

可
施
設

　

こ
の
う
ち
今

年
は
給
食
・
調

理
の
業
態
か
ら

始
め
ま
す
。

　

加
工
・
製
造
・

販
売
の
業
態
に

つ
い
て
は
、
順

次
実
施
を
目
指

し
て
準
備
中
で

す
。

　

確
認
申
請
に

必
要
な
料
金

や
、
申
請
受
付

開
始
時
期
等
に

つ
い
て
は
、
今

後
、「
東
京
都

自
主
管
理
認
証

制
度
」
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

取
得
ま
で
を
三
段
階
に
分
け
た
の

で
、
段
階
的
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

が
図
れ
ま
す

　

ま
た
、
都
認
証
取
得
ま
で
の
達

成
状
況
が
明
確
に
な
り
ま
す

・
都
民
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
ま
す

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ご
利
用
に
な
っ

た
事
業
者
様
は
、
施
設
に
達
成
段

階
別
に
交
付
さ
れ
る
確
認
証
を
掲

示
で
き
ま
す

　

ま
た
、
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

施
設
名
等
を
公
表
し
ま
す

・
取
り
組
み
や
す
い
で
す

　

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
現

時
点
で
の
衛
生
状
態
を
点
検
す
る

の
で
、
都
認
証
で
必
須
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
な
く
て
も
活
用
で
き
ま
す

・
都
が
衛
生
管
理
の
取
組
を
フ
ォ

ロ
ー
し
ま
す

　

衛
生
管
理
の
向
上
に
役
立
つ
講

習
会
を
無
料
で
受
講
で
き
ま
す

◇
対
象

・
都
内
の
営
業
許
可
施
設
及
び
給

食
施
設

　

確
認
の
結
果
、
達
成

段
階
が
評
価
さ
れ
る

と
、
段
階
に
応
じ
た
確

認
証
が
交
付
さ
れ
、
認

証
マ
ー
ク
と
同
様
に
施

設
に
掲
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
衛
生
管
理
の
取

組
を
対
外
的
に
ピ
ー

ア
ー
ル
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◇
本
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
仕
組
み
（
図
２
）

①
食
品
事
業
者
は
、

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
都

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
自

己
チ
ェ
ッ
ク
（
任
意
）

②
指
定
審
査
事
業
者
に

衛
生
管
理
の
実
施
状
況

の
確
認
を
申
請（
有
料
）

③
指
定
審
査
事
業
者
が

て
し
ま
う
事
業
者
の
方
も
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
事
業
者
の
衛
生
管

理
の
推
進
を
支
援
す
る
た
め
、

各
施
設
で
の
取
組
を
マ
ニ
ュ
ア

ル
作
成
の
前
の
実
施
状
況
か
ら

段
階
的
に
評
価
す
る
仕
組
み
と

し
て
「
自
主
的
衛
生
管
理
段
階

的
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」を
今
年
、

創
設
し
ま
し
た
。（
図
１
）

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
都

認
証
取
得
に
必
要
な
衛
生
管
理

事
項
の
実
施
状
況
を
エ
ン
ト

リ
ー
ス
テ
ー
ジ
、
フ
ァ
ー
ス
ト

ス
テ
ー
ジ
、
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー

ジ
の
三
つ
の
達
成
段
階
に
分
け

て
評
価
し
ま
す
。

安
心
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

実
際
に
都
認
証
を
取
得
す
る
た
め
に

は
、
都
が
定
め
る
衛
生
管
理
の
取
組
に

つ
い
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
実

施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
衛
生
管
理
に
取
り
組
ん
で

い
る
も
の
の
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す

る
過
程
で
都
認
証
の
取
得
を
あ
き
ら
め

　

東
京
都
で
は
、
食
品
関
係
事
業
者
の

自
主
的
な
衛
生
管
理
の
取
組
を
第
三
者

が
審
査
し
て
認
証
を
す
る
食
品
衛
生
自

主
管
理
認
証
制
度
を
運
用
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
認
証
制
度
は
、
食
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
日
々
努
力
さ
れ
て
い
る

事
業
者
の
取
組
を
見
え
る
化
し
て
応

援
・
推
進
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の

エ
ン
ト
リ
ー
、
フ
ァ
ー
ス
ト
、
セ
カ
ン
ド
の
３
ス
テ
ー
ジ
で

  

事
業
者
が
行
う
衛
生
管
理
を
評
価

 

達
成
度
を
３
段
階
で

ま
ず
は
、給
食
・
調
理
か
ら

  都、新制度

  を創設

自主的衛生管理段階的推進プログラムを始めます 都認証取得前の
衛生管理を評価

図 1　都認証制度と自主的衛生管理段階的推進プログラムの関係

図 2　自主的衛生管理段階的推進プログラムの流れ

あとはマニュアルを作成すると都認証を取得可能

東京都ホームページアドレス
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
shokuhin/ninshou/index.html

東京都

　食品営業施設

指定審査事業者
（確認者）

 チェックシートに基づく
 実地点検・達成状況の評価

 確認結果通知書
   ・確認証の交付

・チェックシートの作成
   ・指定審査事業者の指定、監督等
   ・確認施設の公表（ホームページ）

チェックシートで自己チェック

④

②

③

確認状況を報告監督

申請
（有料）

①

この部分が今回新たに始まる制度です

エントリー
  ステージ

営業許可

1st  ステージ
2nd  ステージ

都　認　証

現在の状況 認証基準の
60％達成

認証基準の
80％達成

認証基準を
ほぼ達成

　東京都が定め
　た認証基準を
　満たした施設
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●
食
肉
等
の
取
扱
施
設
に
対
す
る

監
視
指
導
（
表
２
、
表
３
）

　

主
に
焼
肉
店
等
の
飲
食
店
や
食
肉
販

  

立
入
監
視
指
導
結
果

   

（
表
１
）

　

都
内
の
製
造
施
設
、
販
売
施
設
、
調

理
施
設
な
ど
の
食
品
関
係
営
業
施
設
、

延
べ
十
一
万
五
千
五
百
三
十
四
軒
に
対

夏
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視

実
施
結
果
ま
と
ま
る
（
中
間
報
告
）

6/2-7/31

　

食
中
毒
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
都
及

び
特
別
区
・
八
王
子
市
・
町
田
市
は
、
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
、
食
品
関
係

事
業
者
等
に
対
す
る
夏
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視
を
実
施
し
て
い
ま
す
。こ
の
た
び
、

六
月
二
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
、
速
報
値
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
延
べ
十
一
万
五
千
五
百
三
十
四
軒
の
食
品
関
係
営
業
施
設
に
対
し
て

立
入
検
査
を
行
い
、
食
品
の
衛
生
的
な
取
扱
い
な
ど
の
指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
六
千
九
百
四
十
七
検
体
の
食
品
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
大

腸
菌
群
を
検
出
し
た
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
表
示
に
な
い
防
カ
ビ
剤
を
検
出
し
た
ラ

イ
ム
な
ど
、
計
九
検
体
の
違
反
を
発
見
し
、
必
要
な
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

し
て
立
ち
入
り
、
食
品
の
衛
生
的
な
取

扱
い
、
施
設
設
備
の
衛
生
管
理
、
従
事

者
の
衛
生
管
理
及
び
取
扱
食
品
の
表
示

等
に
つ
い
て
監
視
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、三
千
五
百
六
軒
に
対
し
、

延
べ
三
千
五
百
五
十
五
件
の
指
導
を
実

施
し
ま
し
た
。

売
店
等
延
べ
一
万
千
九
百
二
十
六
軒
に

対
し
、
ユ
ッ
ケ
等
の
生
食
用
牛
肉
の
取

扱
い
等
規
格
基
準
の
遵
守
及
び
鶏
肉
や

豚
肉
等
の
食
肉
の
適
切
な
取
扱
い
に
つ

い
て
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、二
百
六
十
五
軒
に
対
し
、

生
食
で
の
提
供
の
中
止
等
に
つ
い
て
改

善
指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

牛
レ
バ
ー
刺
し
を
取
り
扱
っ
て
い
た

二
軒
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
指
導
を
行

い
、現
在
は
提
供
を
中
止
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
肉
の
生
食
に
関
す
る
講
習
会

を
、
食
品
関
係
事
業
者
に
対
し
三
百
八

十
一
回
、
都
民
に
対
し
九
十
八
回
開
催

し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
九
千
三
百
九
十
五

人
、
二
千
九
百
七
十
六
人
が
参
加
し
ま

し
た
。

●
大
量
調
理
施
設
に
対
す
る
監
視
指
導

（
表
２
）

　

食
中
毒
が
発
生
し
た
際
に
大
規
模
な

患
者
発
生
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ

る
弁
当
調
理
施
設
、
ホ
テ
ル
、
宴
会

場
及
び
集
団
給
食
施
設
等
の
一
度
に
大

量
の
食
品
を
調
理
す
る
施
設
、
延
べ

六
千
三
百
七
十
軒
に
対
し
て
立
入
検
査

を
実
施
し
、
食
品
及
び
器
具
の
衛
生
的

な
取
扱
い
や
自
主
管
理
の
推
進
等
に
つ

い
て
監
視
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
三
百
五
十
五
軒
に
対
し

て
、
食
品
の
衛
生
的
な
取
扱
い
等
に
関

す
る
改
善
指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

●
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
関
係
施
設
に
対
す
る

監
視
指
導
（
表
２
）

　

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
（
イ

ン
タ
ー
ハ
イ
）
に
お
け
る
食
中
毒
等
の

発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
選
手
等
大
会

参
加
者
が
宿
泊
す
る
施
設
及
び
会
場
で

提
供
す
る
弁
当
の
調
製
施
設
、
延
べ

四
百
十
七
軒
に
対
し
、
大
会
前
の
監
視

指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
七
十
一
軒
に
対
し
、
施

設
の
整
備
、
食
品
の
取
扱
い
等
に
つ
い

て
、
改
善
指
導
を
実
施
し
ま
し
た
。

●
食
品
の
表
示
に
関
す
る
監
視
指
導

（
１
）
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
表
示
監
視

　

期
限
表
示
や
添
加
物
表
示
、
ア
レ
ル

ギ
ー
物
質
表
示
を
中
心
に
、
十
九
万
四

千
三
百
五
十
八
品
目
の
食
品
に
つ
い

て
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
表
示
監
視

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
三
百
九
十
九
品
目
の
食

品
に
つ
い
て
、
表
示
の
改
善
を
指
導
し

ま
し
た
。

（
２
）Ｊ
Ａ
Ｓ
法
等
に
基
づ
く
表
示
監
視

　

名
称
や
原
産
地
表
示
等
の
項
目
を
中

心
に
、
四
万
二
千
四
百
七
十
六
品
目
の

食
品
に
つ
い
て
、
J
A
S
法
等
に
基

づ
く
表
示
監
視
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
百
品
目
の
食
品
に
つ
い

て
、
表
示
の
改
善
を
指
導
し
ま
し
た
。

　

食
品
等
六
千
九
百
四
十
七
検
体
に
つ

い
て
、
六
万
八
千
八
百
五
十
項
目
の
検

査
を
実
施
し
、
九
検
体
（
九
項
目
）
の

違
反
を
発
見
し
ま
し
た
（
違
反
率
〇
・

一
％
）。

　

違
反
品
に
つ
い
て
は
、
改
善
指
導
や

回
収
の
指
示
等
の
必
要
な
措
置
を
行
っ

た
他
、
輸
入
者
を
所
管
す
る
自
治
体
へ

通
報
を
行
い
ま
し
た
。

●
細
菌
検
査

　

成
分
規
格
、
食
中
毒
菌
等
の
細
菌
検

査
を
三
万
六
千
五
百
二
十
項
目
実
施
し

た
結
果
、
大
腸
菌
群
を
検
出
し
た
「
ソ

フ
ト
ク
リ
ー
ム
」
六
検
体
（
六
項
目
）

が
法
違
反
と
な
り
ま
し
た
。

●
化
学
検
査

　

保
存
料
、
甘
味
料
、
着
色
料
等
の
添

加
物
、
残
留
農
薬
及
び
動
物
用
医
薬
品

等
の
化
学
検
査
を
三
万
二
千
三
百
三
十

項
目
実
施
し
た
結
果
、
使
用
基
準
を
超

え
る
二
酸
化
硫
黄
を
検
出
し
た｢

乾
燥

果
実｣

等
三
検
体
（
三
項
目
）
が
法
違

反
と
な
り
ま
し
た
。

●
輸
入
食
品
に
つ
い
て
の
検
査
結
果（
再
掲
）

　

五
百
五
十
六
検
体
の
輸
入
食
品
に
つ

い
て
、
一
万
二
千
二
百
四
十
六
項
目
の

検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
化
学
検
査
に

お
い
て
、表
示
に
な
い
イ
マ
ザ
リ
ル（
防

カ
ビ
剤
）
を
検
出
し
た
「
ラ
イ
ム
」
等

三
検
体
（
三
項
目
）
が
法
違
反
と
な
り

ま
し
た
。

重
点
監
視
項
目
の

結
果
概
要

食
品
等
の
収
去
検
査

結
果
（
表
４
）

立入検査実施状況 収去検査実施状況 表示検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

行
政
措
置
実
施
件
数

措置件数（再掲）
総
検
査
検
体
数

表
示
検
査
品
目
数

行政指導
不
利
益
処
分

法
違
反
検
体
数

現
場
で
発
見
し
た
違
反
・

不
適
正
表
示
品
目
数

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
注
意
指
導
票
含
む
）

そ
の
他

合 計 115,534 3,506 3,555 3,420 39 96 0 6,947 9 194,358 399

製造・処理施設 11,510 220 226 193 5 28 0 1,389 6

販 売 施 設 63,164 1,392 1,404 1,392 5 7 0 2,070 2

調 理 施 設 38,469 1,508 1,539 1,452 27 60 0 3,025 0

そ の 他 2,391 386 386 383 2 1 0 463 1

総
検
査
品
目
数

総
検
査
項
目
数

（内訳）

法違反 細菌検査 化学検査

検体数 違反率 項目数
法違反
項目数

項目数 法違反
項目数

合　計 6,947 9 0.13％ 68,850 36,520 6 32,330 3

国産品 6,391 6 0.09％ 56,604 35,001 6 21,603 0

輸入品 556 3 0.54％ 12,246 1,519 0 10,727 3

表１　総括表

表 2　重点監視指導結果

表 3　食肉の生食での提供等に対する監視指導

表 4　食品の収去検査結果

立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

行
政
措
置
実
施
件
数

内訳（再掲）
総
検
査
検
体
数

行政指導
不
利
益
処
分

法
違
反
検
体
数

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
注
意
指
導
票
含
む
）

そ
の
他

食肉等の取扱施設に対
する一斉監視指導 11,926 265 268 266 2 0 0 364 0

大量調理施設に対する
一斉監視指導 6,370 355 371 345 7 19 0 1,687 0

インターハイ関係施設
に対する一斉監視指導 417 71 71 71 0 0 0 44 0

　
立
入
軒
数

食
肉
を
生
食
等
で

取
扱
う
軒
数

取扱い種類（再掲）
規格基準等が定められている食肉 鶏

刺
し
及
び

鶏
レ
バ
ー
等

豚
刺
し
及
び

豚
レ
バ
ー
等

そ
の
他

牛
レ
バ
ー

牛
ユ
ッ
ケ
等

生
食
用
牛
肉

馬
刺
し
等

馬
レ
バ
ー

合　計 4,300 539（265） 2（2） 67（11） 300　 11　 193（193）119（119） 51（51）

飲食店営業 3,164 509（264） 2（2） 64（11） 270　 11　 192（192）119（119） 51（51）

食肉販売業 1,006 27 （1） 0 2 27　 0　 1 （1） 0 0

食肉処理業 130 3 0 1 3　 0　 0 0 0
（ ）は行政措置実施数。複数の取扱い種類及び措置があるため、「食肉を生食等で取扱う軒数」と「取扱い種類」の合計数は一致しない。

一
般
社
団
法
人
東
京
都
食
品
衛
生
協
会

（
島
し
ょ
）

☎
03
・
３
４
０
４
・
０
１
２
１

（
本
部
）

☎
03
・
３
９
３
４
・
５
８
２
１

（
技
研
）

　

▽
東
京
食
品
総
合
事
務
所

　

カ
ッ
コ
内
は
管
轄
の
支
部

▽
銀
座
総
合
事
務
所

（
千
代
田
・
中
央
区
・
台
東
・
文
京
・

墨
田
区
・
江
東
区
・
葛
飾
区
・
江

戸
川
区
）

☎
03
・
３
５
４
２
・
０
１
６
１

▽
恵
比
寿
総
合
事
務
所

（
み
な
と
・
渋
谷
・
目
黒
区
・
品
川
・

大
田
区
）

☎
03
・
５
４
５
８
・
１
６
３
１

▽
新
宿
総
合
事
務
所

（
新
宿
区
・
中
野
区
・
世
田
谷
区
・

杉
並
区
）

☎
03
・
３
３
６
３
・
３
７
９
１

▽
池
袋
総
合
事
務
所

（
豊
島
区
池
袋
・
板
橋
区
・
練
馬
区
・

北
区
・
荒
川
・
足
立
区
）

☎
03
・
３
９
８
４
・
６
７
０
１

▽
立
川
総
合
事
務
所

（
立
川
・
八
王
子
・
町
田
・
西
多
摩
・

南
多
摩
・
北
多
摩
北
部
・
北
多
摩

南
部
）

☎
０
４
２
・
５
２
４
・
７
０
２
０

「
食
品
衛
生
相
談
コ
ー
ナ
ー
」

開
設

東
京
食
品
技
術
研
究
所

食
品
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
部

☎
03
・
３
９
３
４
・
５
８
２
６

各
種
お
問
い
合
わ
せ
は

こ
ち
ら
ま
で


